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LINE受付の英語表記は不要。

案内内容の精度を確保するため、判定ロジックや設定内容を
修正できる機能の構築が必要となる。
ただし、当該修正機能は委託事業者側で利用することを想定
しており、本市職員が操作するためのメンテナンス機能の提供
は不要。

仕様書「p.5」を「p.6」と読み替えて回答する。
設定内容を修正できる機能の構築が必要となる。ただし、当該
修正機能は委託事業者側での利用を想定しており、本市職員
が操作するためのメンテナンス機能の提供は不要。

決済方法はクレジットカード、PayPayとする。



お見込みのとおり。

仕様書（23ページ　19(6)）のとおり。
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件名 仙台市粗大ごみ受付センター運営業務委託 

 

質問事項 回答（仙台市記入欄） 

１ 仕様書 p. 3-5 電話受付(1)キ出品目ご

との手数料金額の案内は、受付日(申

込)時点での金額と理解してよろしいで

しようか? 

また、上記理解は電話受付以外の受付

分及びキャッシュレス決裁時の金額も

同様と理解してよろしいでしようか? 

現行の手数料金額については、受付日（申込日）時

点の金額を基準として案内する想定で問題ない。 

この取扱いは、電話受付以外の受付方法およびキャ

ッシュレス決済の場合についても同様とする。 

ただし、将来手数料の改定が行われる場合には、収

集日を基準として手数料金額を案内する取り扱いに

変更する可能性がある。その場合、システム改修が

必要となるが、当該改修費用は本見積には含めな

い。 

３ 仕様書 p.2 2 履行期間 

「運営開始は令和 9年 1月 1日からと

する」とありますが、現行システムの

データ抽出日は令和 8年 12 月 31 日と

なりますでしょうか 

運営開始日（令和 9年 1月 1日）時点において、収

集日が未到来の受付に係るデータについては、運営

開始前直近のシステム稼働日を抽出日とする。（必

ずしも令和 8年 12月 31 日が抽出日となるとは限ら

ない。） 

現行システムの最終稼働日については、本市と受託

予定者との協議により決定する。 

なお、新システムの構築や受付体制整備に必要な基

礎データの移行については、別途本市と協議の上、

実施する。 

１３ 仕様書 p.23 19 引継ぎ(5) 

令和 8年 12 月 31 日時点で回収日が到

来済みの受付データについては、移行

は不要でしようか。 

移行時点から遡って直近 3か月程度の受付データに

ついて移行が必要。 

また、2 回目以降のインターネット受付および LINE

受付において、住所・氏名等に変更がない場合に仮

登録手続きを省略する運用を行うため、当該運用に

必要となる住所・氏名等の関連項目については、受

付日を問わず、現行契約期間中に蓄積されたデータ

を移行対象とする。 

 


